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「生涯学習推進にかかわっての一つの動き」 
 

栗栖 淳 
（国士舘大学文学部教授） 

      

  2024 年はオリンピックイヤー、華やかな祭典のなかにも、考えさせられること

が多々あります。戦争の存在という現状、選手の心の健康を守ることの大切

さ、あるいは障害がある人・健常者を問わない意識の在り様、等などです。

いろいろな様相で共生社会を実現させることが課題となっており、地球市民

であるという認識のもと、一人ひとりにおいて、その重要性の理解や価値観の

共有を育成し、共生社会を現実のものとすることが求められています。 

  2006 年に国連総会において満場一致で採択された「障害者の権利に関

する条約」（「障害者権利条約」）では、障害を、障害がある個人の心身の

機能障害にとどめず、社会的障害との相互作用から生じるとする社会モデ

ルによって、合理的配慮を提供することを進めるとしています。こうした動きを受

けて、日本では、2013 年に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する

法律」（「障害者差別解消法」）が公布、2016 年より施行され、障害者に対

する不当な差別的取り扱いの禁止にかかわって、国・地方公共団体等にお

ける合理的配慮の提供が法的義務に、また私立大学など民間事業者にお

いては努力義務となりました。この障害者差別解消法は 2021 年に改正、

2024 年 4 月より施行されるなか、私立大学においても合理的配慮の提供が、

法的義務として位置づけられるに至りました。私たち一人ひとりが、共生社会

の実現を現実のものとするべく動くべきことを実感しています。「不当」「合理

的」「配慮」「提供」の意味など、問うべき課題も多々残されていますが。 

千代田区の生涯学習についても、“推進“に向けて動きたいと思います。 
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